
病院事業庁管理規程

○ 管理規程で定める様式における敬称の取扱いに関する管理規程 (病 院 事 業 庁) �

告 示

○ あらたに土地を生じたことを確認した旨の届出 (市町行財政室) �

○ 字の区域を設定し､ 及び変更する旨の届出 ( 同 ) �

病院事業庁訓令

○ 三重県病院事業庁電子署名の実施に関する訓令 (病 院 事 業 庁) �

○ 三重県病院事業庁公文書管理規程の一部を改正する訓令 ( 同 ) �

公 告

○ 平成��年度地籍調査事業計画を定めた旨 (土地・資源室) �

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請があった旨及びその関係書類の縦覧 (Ｎ Ｐ Ｏ 室) �

○ 土地改良区の定款変更の認可 (農 地 調 整 室) �

○ 同件 ( 同 ) �

○ 同件 ( 同 ) �

○ 一般競争入札を行う旨 (企 業 庁) �

○ 同件 ( 同 ) �

特定調達公告

○ 随意契約の相手方を決定した旨 (税 務 政 策 室) 	

三重県告示第594号

地方自治法 (昭和

年法律第��号) 第
条の�第�項の規定により､ 南伊勢町の区域内において､ 次のとおり
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第 1808 号
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管 理 規 程 で 定 め る 様 式 に お け る 敬 称 の 取 扱 い に 関 す る 管 理 規 程 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 十 八 年 八 月 二 十 九 日

三 重 県 病 院 事 業 庁 長 浦 中 素 史

三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 第 十 三 号

管 理 規 程 で 定 め る 様 式 に お け る 敬 称 の 取 扱 い に 関 す る 管 理 規 程

第 一 条 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 の 様 式 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 こ れ ら の 規 定 中 県 に 提 出 す る 文 書 の 名 あ て

人 の 敬 称 の 部 分 に ｢ 様 ｣ と あ る の は 、 ｢ あ て ｣ と 読 み 替 え る も の と す る 。

第 二 条 法 令 に 特 別 の 定 め の あ る も の そ の 他 病 院 事 業 庁 長 が ｢ あ て ｣ と 読 み 替 え る こ と が 適 当 で な い と 認 め た も

の に つ い て は 、 前 条 の 規 定 は 適 用 し な い 。

附 則

� こ の 管 理 規 程 は 、 平 成 十 八 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

� こ の 管 理 規 程 の 施 行 の 際 現 に 三 重 県 病 院 事 業 庁 管 理 規 程 の 規 定 に 基 づ き 作 成 さ れ て い る 用 紙 は 、 こ の 管 理 規

程 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 分 の 間 、 使 用 す る こ と が で き る 。



あらたに土地を生じたことを平成��年�月��日確認した旨､ 南伊勢町長から届出がありました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 度会郡南伊勢町小方竈字浜�	
､ �	�､ �	�の�､ �	�の
､ �	�､ �		､ �	�､ �	�､ ���､ ���の�､ ���の
､ �

��の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�の地先公有水面埋立地	��	����平方メートル


 度会郡南伊勢町方座浦字浜�
の�､ ���の�､ 字中町��の�､ 字船倉��
の�､ 字宮町���の�､ 字磯田��	､

���､ ��	の�の地先公有水面埋立地	�������平方メートル

� 度会郡南伊勢町方座浦字塚間山�
�の��､ �
�の��､ �
�の��､ �
�の�	の地先公有水面埋立地
�����	�平方メー

トル

� 度会郡南伊勢町小方竈字栢ノ木���の��､ ���の
�､ ���の
	､ ���の
�､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の

��､ ���の��､ ���の��､ ���の��の地先公有水面埋立地�������
平方メートル

三重県告示第595号

地方自治法 (昭和��年法律第�	号) 第���条第�項の規定により､ 南伊勢町の区域内において､ 次のとおり字

の区域を設定し､ 及び変更する旨､ 南伊勢町長から届出がありました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 度会郡南伊勢町小方竈字新浜とする区域

度会郡南伊勢町小方竈字浜�	
､ �	�､ �	�の�､ �	�の
､ �	�､ �		､ �	�､ �	�､ ���､ ���の�､ ���の
､ �

��の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�､ ���の�の地先公有水面埋立地	��	����平方メートル


 度会郡南伊勢町方座浦字港とする区域

度会郡南伊勢町方座浦字浜�
の�､ ���の�､ 字中町��の�､ 字船倉��
の�､ 字宮町���の�､ 字磯田��	､

���､ ��	の�の地先公有水面埋立地	�������平方メートル

� 度会郡南伊勢町方座浦字塚間山に編入する区域

度会郡南伊勢町方座浦字塚間山�
�の��､ �
�の��､ �
�の��､ �
�の�	の地先公有水面埋立地
�����	�平方メー

トル

� 度会郡南伊勢町小方竈字栢ノ木に編入する区域

度会郡南伊勢町小方竈字栢ノ木���の��､ ���の
�､ ���の
	､ ���の
�､ ���の��､ ���の��､ ���の��､ ���の

��､ ���の��､ ���の��､ ���の��の地先公有水面埋立地�������
平方メートル

三重県病院事業庁訓令第３号

庁 中 一 般

三重県病院事業庁電子署名の実施に関する訓令を次のように定めます｡

平成��年�月��日

三重県病院事業庁長 浦 中 素 史

三重県病院事業庁電子署名の実施に関する訓令

(趣旨)

第�条 この訓令は､ 電子署名の実施に関する基本的な事項を定めるとともに､ 鍵情報等の管理及び使用に関し

必要な事項を定めるものとする｡

(定義)

第
条 この訓令において､ 次の各号に掲げる用語の意義は､ 当該各号に定めるところによる｡

� 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成��年法律第���号｡ 以下 ｢法｣ という｡) 第
条第�

項に規定する電子署名をいう｡

� 室 三重県病院事業庁組織規程 (平成��年三重県病院事業庁管理規程第�号｡ 以下 ｢組織規程｣ という｡)

第�条の規定により設置される県立病院経営室 (組織規程第�条第�項に規定する政策企画特命監､ 経営支

援特命監､ 医務特命監及び看護特命監を含む｡) をいう｡

� 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が住民､ 企業､ 国又は他の地方公共団体との間で交換する電磁

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)

病病病院院院事事事業業業庁庁庁訓訓訓令令令



的記録 (電子的方式､ 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式 (以下 ｢電磁的方

式｣ という｡) で作られる記録であって､ 電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう｡) により作

成される文書 (以下 ｢電子文書｣ という｡) が真正なものであることを認証するための基盤をいう｡

� 鍵情報等 地方公共団体組織認証基盤における認証局 (以下 ｢認証局｣ という｡) によって発行された電

子署名を実施するために用いる符号及びこれを格納したカード (電磁的方式による記録に係る記録媒体をい

う｡) をいう｡

(電子署名の種類)

第�条 電子署名は､ 病院事業庁長署名とする｡

(鍵情報等管理者)

第�条 電子署名を実施するために使用する鍵情報等を管理するため､ 鍵情報等管理者を置き､ 県立病院経営室

長 (以下 ｢室長｣ という｡) をもって充てる｡

� 鍵情報等管理者は､ 鍵情報等を慎重に取り扱い､ 破損､ 紛失､ 盗難､ 不正使用等事故のないように適切な措

置を講じて､ 厳重に保管し､ 及び管理しなければならない｡

� 鍵情報等管理者は､ ＰＩＮ (電子署名を付与する際に必要な暗証符号をいう｡) を鍵情報等とは別に管理す

るものとし､ 次条第�項に規定する鍵情報等行使者以外に知られることのないように厳重に管理しなければな

らない｡

� 鍵情報等管理者は､ 鍵情報等が適正に使用されるように､ 次条第�項に規定する鍵情報等行使者を監督しな

ければならない｡

� 鍵情報等管理者に事故があるとき又は欠けたときは､ あらかじめ指定した者がその職務を代行するものとす

る｡

(鍵情報等行使者)

第�条 電子署名の実施に関する事務を処理するため､ 室に鍵情報等行使者を置く｡

� 鍵情報等行使者は､ 室の文書主任 (三重県病院事業庁公文書管理規程 (平成��年三重県病院事業庁訓令第�

号) 第�条第�項の文書主任をいう｡) をもって充てる｡

� 鍵情報等行使者が不在のときは､ 鍵情報等管理者があらかじめ指名した職員がその職務を行うものとする｡

(電子署名の実施)

第�条 電子文書に電子署名を実施しようとするときは､ 鍵情報等行使者が使用する電子計算機の画面上に当該

電子文書を表示し､ 原議その他証拠書類を添えて鍵情報等行使者の審査を受けなければならない｡

� 鍵情報等行使者は､ 前項の審査に当たっては､ 次の事項を確認しなければならない｡

� 決裁が有効になされていること｡

� 校合がなされていること｡

� 鍵情報等行使者は､ 電子署名の実施を適当と認めたときは､ 電子署名を実施するとともに､ 当該電子署名に

係る原議書に三重県病院事業庁公印規程 (平成��年三重県病院事業庁管理規程第�号) 第	条第�項に定める

認印を押印しなければならない｡

� 鍵情報等を使用しようとするときは､ 勤務時間内に行わなければならない｡ ただし､ 緊急やむを得ない理由

によりあらかじめ室長の承認を受けたときは､ この限りでない｡

� 室長は､ 前項ただし書の規程による承認をするときは､ 電子署名の実施について必要な指示をしなければな

らない｡

(鍵情報等管理台帳)

第
条 室長は､ 別に定めるところにより､ 鍵情報等管理台帳を備え､ 所要事項を記載し､ 常に整理しておかな

ければならない｡

附 則

この訓令は､ 公布の日から施行する｡

三重県病院事業庁訓令第４号

庁 中 一 般

三重県病院事業庁公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定めます｡

平成��年	月��日

三重県病院事業庁長 浦 中 素 史

三重県病院事業庁公文書管理規程の一部を改正する訓令

平 成 ��年 	 月 ��日 第 ��
�号三 重 県 公 報 (�)



三重県病院事業庁公文書管理規程 (平成��年三重県病院事業庁訓令第�号) の一部を次のように改正する｡

第�条に次の�号を加える｡

� 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律 (平成��年法律第���号) 第�条第�項に規定する電子署

名をいう｡

第��条の次に次の�条を加える｡

(電子署名)

第��条の� 電子文書に電子署名を実施する場合については､ 三重県病院事業庁電子署名の実施に関する訓令

(平成��年三重県病院事業庁訓令第�号) に定めるところによる｡

附 則

この訓令は､ 公布の日から施行する｡

国土調査法 (昭和�	年法律第���号) 第
条の�第�項の規定により､ 次のとおり平成��年度地籍調査事業計

画を定めました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第
号) 第��条第�項の規定により､ 特定非営利活動法人の設立の認証

の申請がありましたので､ 同条第�項の規定により､ 次のとおり公告します｡

なお､ 関係書類は､ 三重県生活部ＮＰＯ室及び各県民センターに備え置いて､ 平成��年��月��日まで縦覧に供

します｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 申請のあった年月日

平成��年�月��日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称等

� 名称

ＮＰＯレインボークラブ

� 代表者の氏名

伊藤 恵悟

� 主たる事務所の所在地

桑名市大字下深谷部���番地��

� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民に対して､ まちづくりの推進に関する事業を行い､ もって､ 安全で安心のできるま

ちづくりに寄与することを目的とする｡

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 其村土地改良区 (津市一志町田尻���番地�)

の定款の変更を認可しました｡

平成��年�月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)

公公公 告告告

調査を行う者の名称 調 査 地 域 調 査 期 間

鈴鹿市 白子Ⅱ 公示の日から
平成��年�月��日まで志摩市 浜島②

東員町 鳥取�工区､ 稲部工区

多気町 色太�

度会町 大久保中出



土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 高野井土地改良区 (津市一志町田尻���番地

�) の定款の変更を認可しました｡

平成�	年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 芸濃北部土地改良区 (津市芸濃町椋本����

番地
) の定款の変更を認可しました｡

平成�	年
月��日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県企業庁会計規程 (昭和��年三重県企業庁管理規程第�号) 第

���条の規定により公告します｡

平成�	年
月��日

三重県企業庁長 井 藤 久 志

� 入札に付する事項

� 購入物品及び数量

ア 普通乗用自動車 (������クラス､ �ＷＤ) �台

イ 小型乗用自動車 (������クラス､ �ＷＤ) �台

ウ 小型貨物自動車 (������クラス､ �ＷＤ) �台

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県企業庁長が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要

です｡

� 納入期限

ア �ア 平成�	年��月��日 (木)

イ �イ 平成�	年��月��日 (金)

ウ �ウ 平成�	年��月��日 (月)

� 納入場所

ア �ア 三重県企業庁経営管理室

イ �イ 三重県企業庁三瀬谷発電管理事務所

ウ �ウ 三重県企業庁北勢水道事務所

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第��号) 第���条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県企業庁会計規程 (以下 ｢規程｣ といいます｡) 第���条の規定に基づき､ 入札参加資格者名簿に登録

されている者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡


 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成�	年�月��日 (月) 午後�時までに�の�の場所に

提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その
 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－	��� 三重県津市広明町��番地

平 成 �	年 
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三重県企業庁経営管理室経理グループ 担当 村上､ 奥田

電話 ���－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月��日 (火) から同年	月��日 (月) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第
号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時��分から午後
時まで配布します｡

� 入札書提出の日時及び場所

ア 日時

� ��ア 平成��年	月��日 (金) 午前��時

� ��イ 平成��年	月��日 (金) 午前��時��分

� ��ウ 平成��年	月��日 (金) 午前��時��分

イ 場所 三重県津市栄町�丁目���

三重県勤労者福祉会館 �階 大会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ 入札書に記載された金額の���分の
に相当する額を加算した金額 (当該

金額に�円未満の端数があるときは､ その端数金額を切り捨てた金額) をもって契約金額としますので､

入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望金額

の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格の���分の
以上の額とします｡ ただし､ 規程第���条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額の���分の��以上の額とします｡ ただし､ 規程第���条第�項各号のいずれかに

該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県企業庁長が判断した入札者であって､ 規程第���

条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規程第

���条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡


 その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり一般競争入札を行いますので､ 三重県企業庁会計規程 (昭和��年三重県企業庁管理規程第�号) 第

���条の規定により公告します｡

平成��年�月��日

三重県企業庁長 井 藤 久 志

� 入札に付する事項

� 購入物品及び予定数量

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報(�)



ポリ塩化アルミニウム ���ｔ

次亜塩素酸ナトリウム ���ｔ

� 購入物品の特質等

購入物品の性能等に関し､ 三重県企業庁長が入札説明書 (仕様書) で指定する特質等を有することが必要

です｡

� 納入期間

平成��年��月�日から平成��年	月
�日まで

� 納入場所

三重県企業庁播磨浄水場､ 水沢浄水場､ 大里浄水場､ 高野浄水場､ 多気浄水場､ 磯部浄水場及び多度浄水

場

� 入札参加者の資格に関する事項

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる要件をすべて満たす者でなければなりません｡

� 地方自治法施行令 (昭和��年政令第�
号) 第�
�条の�の規定に該当しない者であること｡

� 三重県企業庁会計規程 (以下 ｢規程｣ といいます｡) 第���条の規定に基づき､ 入札参加資格者名簿に登録

されている者であること｡

� 三重県物件の買入れ等指名停止措置要領により指名停止を受けている期間中でない者であること｡

� 三重県が賦課徴収するすべての税並びに消費税及び地方消費税について未納のない者であること｡

	 入札者に求められる義務

入札に参加を希望する者は､ 次に掲げる証明書等を平成��年�月��日 (火) 午後�時までに�の�の場所に

提出しなければなりません｡

なお､ 提出した証明書等について説明を求められた場合は､ これに応じなければなりません｡

� 過去�年の間に国 (公社､ 公団及び独立行政法人を含みます｡)､ 県又は他の地方公共団体と種類及び規模

をほぼ同じくする契約を締結し､ 当該契約を履行した実績の有無を示す証明書

� 消費税及び地方消費税についての ｢納税証明書 (その	 未納税額のない証明用)｣ (所管税務署が過去�

月以内に発行したものです｡) の写し

� 三重県に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては､ ｢納税確認書｣ (三重県の県税事務所が過去�月

以内に発行したものです｡) の写し

� 入札手続等に関する事項

� 担当部局

〒���－���� 三重県津市広明町�
番地

三重県企業庁経営管理室経理グループ 担当 村上､ 奥田

電話 ���－���－����

� 入札説明書 (仕様書) の配布方法

�の場所で､ 平成��年�月��日 (火) から同年�月��日 (火) まで (三重県の休日を定める条例 (平成元

年三重県条例第�号) 第�条に規定する休日を除きます｡) の午前�時
�分から午後�時まで配布します｡

� 入札書提出の日時及び場所

日時 平成��年�月��日 (金) 午後�時

場所 三重県津市栄町�丁目���

三重県勤労者福祉会館 �階 大会議室

� 開札の日時及び場所

日時 入札書の提出後､ 直ちに行います｡

場所 �に同じです｡

� 入札方法等に関する事項

ア 入札は､ 本人又はその代理人が行うものとします｡ ただし､ 代理人が入札する場合には､ 入札前に委任

状を提出するものとします｡

なお､ 再度入札をすることもありますので､ 開札には原則として､ 本人又はその代理人が立ち会うもの

とします｡

イ 入札書の記載

入札書の記載に当たっては､ �ｋｇ当たりの単価 (小数点以下第�位まで) を記載することとします｡

また､ 入札書に記載された金額の���分の�に相当する額を加算した金額をもって契約金額としますの

平 成 ��年 � 月 ��日 第 ����号三 重 県 公 報 (�)



で､ 入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 契約希望

金額の���分の���に相当する金額を記載するものとします｡

ウ 入札保証金

入札保証金は､ 入札価格 (�ｋｇ当たりの単価) に予定数量を乗じた金額の���分の�以上の額としま

す｡ ただし､ 規程第���条第�項各号のいずれかに該当する場合は､ 免除します｡

エ 契約保証金

契約保証金は､ 契約金額 (�ｋｇ当たりの単価) に予定数量を乗じた金額の���分の��以上の額としま

す｡ ただし､ 規程第 ���条第�項各号のいずれかに該当する場合は､ 免除します｡

オ 落札者の決定方法

落札者は､ 本公告に示した物品を納入できると三重県企業庁長が判断した入札者であって､ 規程第���

条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者とします｡

カ 入札の無効

本公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札者に求められる義務を履行しなかった者及び規程第

��	条各号のいずれかに該当する者の提出した入札書は､ 無効とします｡

� その他

� 契約書作成の要否

要

� 入札の中止

天災その他やむを得ない事由により入札又は開札を行うことができないときは､ 入札を中止します｡

� 詳細は､ 入札説明書 (仕様書) によります｡

次のとおり随意契約の相手方を決定しましたので､ 物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成


年三重県規則第��号) 第��条の規定により公告します｡

平成��年
月�	日

三 重 県 知 事 野 呂 昭 彦

� 特 定 役 務 の 名 称 コンビニ収納の機能追加に伴う三重県総合税システム修正業務委託

� 担 当 部 局 三重県津市栄町�丁目�	�番地 吉田山会館�階

三重県総務部税務政策室電算グループ

� 契約の相手方を決定した日 平成��年�月��日

� 契 約 の 相 手 方 三重県津市羽所町���番地

富士通株式会社三重支店 支店長 相良 長典

� 契 約 金 額 ����������円 (うち消費税及び地方消費税���������円)

� 決 定 手 続 随意契約


 随 意 契 約 の 理 由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成


年政令第���号) 第��条第�項第�号に該当

平 成 ��年 
 月 �	日 第 ����号三 重 県 公 報(�)
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毎 週 火､ 金 曜 日 発 行
購読料 (送料並びに消費税及び地方税含む｡)

�箇 月 �����円
�箇 年 ������円

三重県公報は三重県ホームページにも掲載しています｡
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